
生駒市教育委員会規則第４号 

 生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務決裁規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２６日 

              生駒市教育委員会教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務決裁規則の一

部を改正する規則 

 （生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「学務係」を「学務係 新しい学校づくり係」に、「教育指導

課」を「学校支援課」に、「指導係」を「支援係」に、 

 

                                  を 

 

                                  に 

 改める。 

  第１７条を削る。 

  別表の１の表教育総務課の部庶務係の項第９号、第１０号及び第１３号中「

関すること」の次に「（新しい学校づくり係の所管に係るものを除く｡)」を加

え、同部学務係の項第１０号中「教育指導課」を「学校支援課」に改め、同号

を同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 

  (10) 公立学校職員共済組合に関すること。 

幼保こども園課 保育幼稚園係 整備係 

幼保こども園課 保育幼稚園係 

 こども園準備室 施設整備係 
」 

」 

「 

「 



  別表の１の表教育総務課の部学務係の項の次に次のように加える。 

新 し い 学 校 づ

くり係 

(1) 生駒市立生駒南小学校及

び生駒市立生駒南中学校の整

備に関すること。 

(2) 生駒市立生駒小学校分校

及び生駒市立生駒中学校分校

の整備に関すること。 

  別表の１の表教育指導課の部中「教育指導課」を「学校支援課」に改め、同

部指導係の項中「指導係」を「支援係」に改め、同項第１号中「研究」の次に

「、支援」を加え、同項第２号中「管理」の次に「、支援」を加え、同項第３

号中「学校指導及び」を「学校の支援及び指導並びに」に改め、同項第４号中

「就学指導」を「就学支援」に改め、同項第１４号を次のように改める。 

  (14) その他学校教育の支援及び指導に関すること。 

  別表の１の表教育指導課の部指導係の項中第１５号から第１７号までを削

り、同部教育政策室の項に次の２号を加える。 

  (4) コミュニティ・スクールに関すること。 

  (5) 課の庶務に関すること。 

  別表の１の表幼保こども園課の部保育幼稚園係の項の次に次のように加え

る。 

整備係      (1) 市立保育所及び幼稚園の

こども園への移行に係る企画

及び調整に関すること。 

(2) 幼稚園の用に供する教育

財 産 の 維 持 管 理 に 関 す る こ

と。 

(3) 幼稚園施設の営繕、保全

及び管理に関すること。 

(4) 生駒市教育委員会に対す



る補助執行規則第２条に掲げ

る事務のうち、市立の保育所

及びこども園の施設の整備に

関すること。 

  別表の１の表幼保こども園課の部こども園準備室の項を削る。 

 （生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正） 

第２条 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第４号中「生駒市コミュニティセンター及び」を削る。 

  第１５条を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


